
青森市しごと創造会議実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、産学金官の共創によって今後の新しい産業振興の取組を進めるための

具体的戦略などについて、有識者から意見聴取をするために開催する青森市しごと創造会

議（以下「会議」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（委員） 

第２条 市長は、別表に掲げる者を会議の委員とする。 

２ 前項の規定による委員の任期は、この要綱の実施の日から令和７年３月３１日までと 

する。 

 

（会議） 

第３条 会議は、市長が招集し、次に掲げる事項について、委員から意見聴取を行うものと

する。 

（１） 新型コロナウイルス感染症拡大後の経済環境等の変化を踏まえた地域産業の再生 

戦略に関する事項 

（２） 地域での経済循環を高めるための連携強化戦略に関する事項 

（３） 今後成長が見込まれる産業分野への参入促進戦略に関する事項 

（４） 市民所得の向上に繋がる雇用戦略に関する事項 

（５） その他市長が必要と認める事項 

２ 会議に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

３ 座長は、会議を進行する。 

４ 座長が不在のとき、又は欠けたときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代

理する。 

５ 市長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことがある。 

 

（事務局） 

第４条 会議の事務局は、経済部経済政策課に置く。 

 

（その他） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、令和５年８月２３日から実施する。 

 （失効） 

２ この要綱は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。 



別表（第２条関係） 

氏 名 所 属 等 

秋田 佳紀 公益社団法人青森県観光国際交流機構 専務理事 

安保 照子 株式会社はとや製菓 取締役会長 

磯﨑 崇 東日本電信電話株式会社青森支店 支店長 

板野 利信 
株式会社日本政策金融公庫 青森支店  

支店長兼中小企業事業統轄 

岩崎 一生 株式会社イワサキグループ 取締役会長 

蝦名 正治 株式会社ホテル青森 代表取締役社長 

大矢 奈美 公立大学法人青森公立大学 経営経済学部 教授 

岡村 恒一 株式会社オカムラ食品工業 代表取締役社長兼 CEO 

紺野 洋紀 株式会社 JR東日本青森商業開発 代表取締役社長 

佐々木 淳一 
学校法人青森山田学園 青森大学  

社会学部 教授 

澤田 繁悦 青森市漁業協同組合 代表理事組合長 

白取 丈朋 
株式会社プロクレアホールディングス 

株式会社みちのく銀行 地域創生部 部長 

竹内 紀人 
学校法人青森田中学園 青森中央学院大学  

経営法学部 教授 



 

野澤 淳 
株式会社プロクレアホールディングス 

株式会社青森銀行 ビジネスパートナー部 部長 

長谷川 春樹 青森農業協同組合 代表理事組合長 

細川 英邦 株式会社細川産業 代表取締役 

本田 政邦 青森県 DX総合窓口 事業責任者 

三上 恭子 あおもりスタートアップセンター コーディネーター 

宮本 幹 独立行政法人中小企業基盤整備機構 東北本部 本部長 

山口 隆治 後潟漁業協同組合 代表理事組合長 

山崎 宇充 アクションカンパニー株式会社 代表取締役 


